
東部地区都市再生整備計画に関する事後評価の概要及び事後評価スケジュール

○ 都市再生整備計画におけるPDCAサイクルの考え方

○ 東部地区都市再生整備計画に関する制度上の事後評価の流れ

PLAN（事前）
市町村は地域の特性を踏まえ，まちづくりの目標と目標を実現す

るために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成

DO（実施段階） 事業の実施（H18 年度～H22 年度）

CHECK（事後評価）
計画期間終了年度時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評

価を行い，その結果等について公表するとともに国に報告

ACT（改善） 事後評価に基づき、必要な改善策を実施

最終評価結果を平成 23 年 4 月に公表

平成 22 年 11 月 26 日（金） 開催予定

評価結果の国への提出（平成22年12月） 助言

・賑わい拠点の創出を支援

・商店街の魅力向上

・交流人口の増加

都市再生整備計画の目標

・青葉通り、薬師公園再整備等

・市保健福祉センター前道路改修等

・大通街並み整備（街路灯整備等）

都市再生整備計画による主な事業

○地域交流イベント回数（目標値：10 回／年）

青葉通り周辺、大渡橋周辺におけるイベント回数

H17 5 回／年 ⇒ H22 28 回／年

○街並整備状況比較改善度（目標値：65%）

住民アンケート（市内 1,000 人を対象）

H16 60% ⇒ H22 88%

○公共施設利用者数（目標値：107,000 人／年）

市民文化会館及び青葉ビルの利用者数

H16 102,000 人／年 ⇒ H22 108,000 人／年

指標（過年度実績等を基に年度末の見込値を推計）

・市役所都市計画課（閲覧）

・市ホームページ

事後評価原案の公表

公表期間 平成 22 年 11 月 1 日（月）

～平成 22 年 11 月 15 日（月）

郵便・ファックス・Eメール等

原案に対する意見募集
意見の

受付期間

平成 22 年 11 月 15 日（月）まで

提出先：市都市計画課

評価委員会への提出・事後評価への反映

学識経験者等から構成される評価委員会の審議

評価委員会での審議（第三者機関）

周知方法：市広報（11／1号）掲載等

見込値の測定にあたり

H22.8に東部地区住民

限定(100 人)で簡易調

査を実施した結果

年度終了時に確定値を測定して最終評価結果として公表

公表及び

意見募集


